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r6物価_2

（単位：千円）

電話番号
既配分額

国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額①

メールアドレス
既配分額

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　給付費　交付限度額②

既配分額

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　事務費　交付限度額③

既配分額

国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）　給付費　交付限度額④

既配分額

国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）　事務費　交付限度額⑤

既配分額

国のR5予備費分（給付支援サービス分）　交付限度額⑥

今回配分予定額

国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額①

今回配分予定額

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　給付費　交付限度額②

今回配分予定額

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　事務費　交付限度額③

今回配分予定額

国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）　給付費　交付限度額④

今回配分予定額

国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）　事務費　交付限度額⑤

今回配分予定額

国のR5予備費分（給付支援サービス分）　交付限度額⑥

配分予定額計

国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額①

配分予定額計

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　給付費　交付限度額②

配分予定額計

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　事務費　交付限度額③

配分予定額計

国の予備費等（定額減税一体支援枠分）　給付費　交付限度額④

配分予定額計

国の予備費等（定額減税一体支援枠分）　事務費　交付限度額⑤

配分予定額計

国のR5予備費分（給付支援サービス分）　交付限度額⑥

配分予定額計

移替先

Ａ

Ｂ１ Ｂ４

交付対象経費

国のR5補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー
分）

国のR5補正予算分
（交付限度額②）

（低所得世帯支援枠
分）

給付費

国のR5補正予算分
（交付限度額③）

（低所得世帯支援枠
分）

事務費

国の予備費等
（交付限度額④）

（給付金・定額減税
一体支援枠分）

給付費

国の予備費等
（交付限度額⑤）

（給付金・定額減税
一体支援枠分）

事務費

国のR5予備費分
（交付限度額⑥）

（給付支援サービス
分）

その他
（一般財源や補助対

象外経費等）

合計  121,002  109,554  20,067  3,710 - 78,504 7,273 - 11,448 

令和5年度住民税均等割非課
税世帯（7万円）

（低所得世帯支援枠）

1 R5_補正 低所得 ○ ○ ○

電力・ガス・食料品等価格高
騰重点支援給付金事業費
（追加分）【物価高騰対策給
付金】

Ⅰ．物価高から国
民生活を守る

○ － 3,710 3,710 - 3,710 - - 

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の
方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R５,R６の累計給付金額
R５年度分の住民税非課税世帯　1274世帯×70千円　　のうちR６計
画分
④R５年度分の住民税非課税世帯　（1274世帯）

－ ○ － R6.1 R6.4
対象世帯に対して令和6年1
月までに支給を開始する

広報誌
対象分野に関連し
ない

R5補正（地）

一体給付
（給付金・定額減税一体支援）

2 R5_予備 一体支援 ○ ○ ○
物価高騰対応重点支援給付
金、定額減税補足給付金

Ⅰ．物価高から国
民生活を守る

○ － 85,777 85,777 - 78,504 7,273 - 

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の
方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R５,R６の累計給付金額
令和５年度均等割のみ課税世帯　279世帯×100千円、令和６年度非
課税化世帯　117世帯×100千円、令和６年度均等割のみ課税化世
帯　63世帯×100千円、子ども加算　139人×50千円、定額減税を補
足する給付の対象者　2560人　(60004千円）　　のうちR６計画分
事務費　7273千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）　業務
委託料　人件費　として支出]
④低所得世帯等の給付対象世帯数（459世帯）、定額減税を補足する
給付の対象者数（2560人）

－ ○ － R6.3 R6.11
対象世帯に対して令和6年8
月までに支給を開始する

広報誌
対象分野に関連し
ない

R5補正（地）

（デジタル庁）
給付支援サービス 3 - - 

住民税均等割非課税世帯等
への支援関連の

給付費
（家計急変への横出し等・補

正）

4 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○
物価高騰対応重点支援給付
金【被扶養者のみ等世帯分】

Ⅰ．物価高から国
民生活を守る

○ － 1,000 1,000 1,000 - 

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の
方々の生活を維持する。
②低所得世帯（被扶養者のみ世帯や締切以降の申請等により一体
支援枠の交付限度額の対象とならなかった者）への給付金
③
令和６年度非課税化世帯　8世帯×100千円、令和６年度均等割のみ
課税化世帯　1世帯×100千円、子ども加算　2人×50千円
④低所得世帯（被扶養者のみ世帯や締切以降の申請等により一体
支援枠の交付限度額の対象とならなかった者）の給付対象世帯数（9
世帯）
※No.2と同一事業

－ ○ － R6.6 R6.11
対象世帯に対して令和6年7
月までに支給を開始する

広報誌
対象分野に関連し
ない

R6補正（地）

一体給付関連の
給付費

（上乗せ等・予備費）

5 - - 

事務費
（上乗せ・横出し）

6 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○
物価高騰対応重点支援給付
金【被扶養者のみ等世帯分】

Ⅰ．物価高から国
民生活を守る

○ － 87 87 87 - 

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の
方々の生活を維持する。
②低所得世帯（被扶養者のみ世帯や締切以降の申請等により一体
支援枠の交付限度額の対象とならなかった者）への給付金の支給に
係る事務費
③
事務費　87千円
事務費の内容　　[報酬　需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）
業務委託料　人件費　として支出]
④低所得世帯（被扶養者のみ世帯や締切以降の申請等により一体
支援枠の交付限度額の対象とならなかった者）の給付対象世帯数（9
世帯）
※No.2と同一事業

－ ○ － R6.6 R6.11
対象世帯に対して令和6年7
月までに支給を開始する

広報誌
対象分野に関連し
ない

R6補正（地）
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※
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照

Ｎｏ

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が
直接及ぶ

基金
事業
始期

国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）

給付費　交付限度額④　（令和6年7月5日通知分）

国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）

給付費　交付限度額④　（令和6年12月通知分）

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）

事務費　交付限度額③　（令和6年7月5日通知分）

【変更後】交付限度額②

（左欄　うち被災世帯向け給付にかかる交付限度額）

【変更後】交付限度額③

（左欄　うち被災世帯向け給付にかかる交付限度額）

国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）

給付費　交付限度額④　（令和6年●月通知分）

国
の
予
算
年
度

(

※

R

5

補

正

を

含

む

場

合

あ

り

)

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

-                                                                                                                

枠

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

総務省

20,067                                                                                                        

国のR5予備費分（給付支援サービス分）

交付限度額⑥　（令和6年9月通知分）

国のR5予備費分（給付支援サービス分）

交付限度額⑥　（令和6年4月・6月通知分）

【変更前】小計　交付限度額③

（左欄　うち被災世帯向け給付にかかる交付限度額）
25,854                                                                                                        

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）

給付費　交付限度額②　（今回追加分）
-                                                                                                                                              

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）

事務費　交付限度額③　（今回追加分）
                                                                                                                                              -

自治体での予算
区分

3,710                                                            

3,710                                                            

(-)                                                                    

(-)                                                                    

                                                                                                                                              -

                                                                                                                                              -

-                                                                                                                                              

                                                                                                                                       1,117

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）

給付費　交付限度額②　（令和6年7月25日通知分）

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）

給付費　交付限度額②　（令和6年9月通知分）

-                                                                                                   

地
方
単
独
事
業

推奨事業メ
ニュー ⑨を選択した場合、より効果があ

ると考える理由

交付対象事業の名称
経済対策との関

係

Ｂ２

Ｃ

総事業費

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

Ｂ

Ｂ３

                                                                                                                                       3,713

国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）

事務費　交付限度額④　（令和6年12月通知分）

国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）

事務費　交付限度額⑤　（令和6年●月通知分）

国のR5予備費分（給付支援サービス分）　交付限度額⑥

1,117                                                                                                          

-                                                                                                                                              

交付対象経費
(地方単独事業費)

soumu@town.kotohira.lg.jp

【変更前】小計　交付限度額②

（左欄　うち被災世帯向け給付にかかる交付限度額）

                                                                                                        52,650担当部局課名

-                                                                                                   

国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）　事務費　交付限度額⑤

20,067                                                                                          

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　事務費　交付限度額③

3,710                                                                                            

担当者氏名

国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）　給付費　交付限度額④ 78,504                                                                                          

7,273                                                                                            

3,710                                                                                                                                       

-                                                                                                                                              

-                                                                                                                                              

総務課

3,713                                                                                                          

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）

給付費　交付限度額②　（令和6年7月5日通知分）

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）

給付費　交付限度額②　（令和6年4月通知分）

交付限度額計

-                                                                                                                                              

個人を対象
とした給付

金等

令和６年度　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画

20,067                                                                                                                                     都道府県区分

地方公共団体名（コード有り）

都道府県・市町村コード（５桁） 37403

3,710                                                                                                          

-                                                                                                                

国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①　（令和5年度本省繰越分）【37_香川県】

37403_香川県琴平町

国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額①

0877-75-6701

野村　和生

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　給付費　交付限度額②

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）

事務費　交付限度額③　（令和5年度本省繰越分）

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）

給付費　交付限度額②　（令和5年度本省繰越分）

小計　交付限度額⑥                                                                                                                                               -

特定事業者
等支援

3,710                                                                                                          

-                                                                                                                

611                                                                                                                                          

事業
終期

成果目標（可能な限り定
量的指標を設定）

実施状況の公表等について（HP,広報紙な
ど）

備考1
(重点支援地方交
付金の追加を踏
まえた各省庁の
通知の発出状況
に定義されてい
る対象分野)

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）

事務費　交付限度額③　（令和6年4月通知分）

-                                                                                                                

                                                                                                                                     78,504

                                                                                                                                     52,650

                                                                                                                                     25,854

-                                                                                                                                              

20,067                                                                                                        

-                                                                                                                

78,504                                                                                                        

4,830                                                                                                          

107,111                                                                                                      

-                                                                                                                

107,111                                                                                                                                   

国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）

事務費　交付限度額⑤　（令和6年●月通知分）

国のR5補正予算分（給付金・定額減税一体支援枠分）

事務費　交付限度額⑤　（令和6年7月5日通知分）

小計　交付限度額④

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）

事務費　交付限度額③　（令和6年7月25日通知分）

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）

事務費　交付限度額③　（令和6年9月通知分）

                                                                                                                                          132

                                                                                                                                              -

                                                               743

                                                                   -

(-)                                                                    

(-)                                                                    

備考2

国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）

給付費　交付限度額④　（令和6年●月通知分）

-                                                                                                                

-                                                                                                                

小計　交付限度額⑤                                                                                                                                        4,830

備考3

mailto:soumu@town.kotohira.lg.jp
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Ａ

Ｂ１ Ｂ４

交付対象経費

国のR5補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー
分）

国のR5補正予算分
（交付限度額②）

（低所得世帯支援枠
分）

給付費

国のR5補正予算分
（交付限度額③）

（低所得世帯支援枠
分）

事務費

国の予備費等
（交付限度額④）

（給付金・定額減税
一体支援枠分）

給付費

国の予備費等
（交付限度額⑤）

（給付金・定額減税
一体支援枠分）

事務費

国のR5予備費分
（交付限度額⑥）

（給付支援サービス
分）

その他
（一般財源や補助対

象外経費等）

Ｎｏ

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が
直接及ぶ

基金
事業
始期

国
の
予
算
年
度

(

※

R

5

補

正

を

含

む

場

合

あ

り

)

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

自治体での予算
区分

地
方
単
独
事
業

推奨事業メ
ニュー ⑨を選択した場合、より効果があ

ると考える理由

交付対象事業の名称
経済対策との関

係

Ｂ２

Ｃ

総事業費

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

Ｂ

Ｂ３
個人を対象
とした給付

金等

特定事業者
等支援

事業
終期

成果目標（可能な限り定
量的指標を設定）

実施状況の公表等について（HP,広報紙な
ど）

備考1
(重点支援地方交
付金の追加を踏
まえた各省庁の
通知の発出状況
に定義されてい
る対象分野)

備考2 備考3
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7 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○
電子地域通貨「KOTOCA]事
業

Ⅰ．物価高から国
民生活を守る

○
③消費下支え
等を通じた生活
者支援

22,999 13,665 13,665 9,334 

①物価高騰の影響を受け低迷している琴平町経済への対策として、
スマホアプリやカードを利用した電子地域通貨のキャッシュレス決済
サービスを導入するもの。地域経済の活性化とともに、観光事業の推
進に努める。令和６年度においては、物価高騰に苦しむ生活者・事業
者への支援として、一人10万円のチャージ分までを上限とし20％のポ
イントを付与するキャンペーンを実施する。
②報償費、需用費、役務費、補助金（※国庫補助対象事業費以外の
継ぎ足し単独事業部分）
③
〇報酬2,000千円
会計年度任用職員報酬200,000円×10ヶ月=2,000千円
○報償費20,000千円
プレミアムポイント分100,000,000円×20％=20,000千円
○需用費154千円
封筒印刷代100千円、端末収納ケース等30千円、運営協議会飲物代
24千円
○役務費545千円
カード郵送料900人×414円＝373千円、端末通信料900円×1.1×10
台×12か月＝119千円、振替手数料20円×1.1×100店舗×24回
=53千円
〇補助金300千円
高齢者スマートフォン購入補助金10,000円×30台=300千円
④琴平町民
※Cその他の財源：一般財源9,334千円（交付金充当後の残額）

－ ○ － R6.4 R7.3
付与ポイントの9割以上の利
用

広報誌
対象分野に関連し
ない

R6当初（地）

8 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○
児童福祉施設物価等高騰対
策事業

Ⅰ．物価高から国
民生活を守る

○

⑤医療・介護・
保育施設、学
校施設、公衆
浴場等に対す
る物価高騰対
策支援

1,575 1,575 1,575 - 

①子育て世帯の負担を増加させることなく、栄養バランスの取れた安
心安全な給食を安定的に供給するため、物価高騰に伴う給食費の単
価上昇分を負担する。※教職員の給食費を除く。
②需用費
③
〇需用費1,575千円
公立認定こども園賄材料費
令和６年度予算額14,161千円-令和５年度予算額12,586千円＝
1,575千円
④公立認定こども園

－ － － R6.4 R7.3 保護者負担の増加０円 広報誌 給食 R6当初（地）

9 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○
学校給食材料費等高騰対策
事業

Ⅰ．物価高から国
民生活を守る

○

⑤医療・介護・
保育施設、学
校施設、公衆
浴場等に対す
る物価高騰対
策支援

1,626 1,626 1,626 - 

①子育て世帯の負担を増加させることなく、栄養バランスの取れた安
心安全な学校給食を安定的に供給するため、物価高騰に伴う給食費
の単価上昇分を負担する。※教職員の給食費を除く。
②負担金
③
小学生：１食あたり245円から262円へ17円増額
　17円×290人×200日=986千円
中学生：１食あたり280円から300円へ20円増額
　20円×160人×200日=640千円
④善通寺市・琴平町・多度津町学校給食センター協議会

－ － － R6.4 R7.3 保護者負担の増加０円 広報誌 給食 R6当初（地）

10 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 第三子以降給食費無償化
Ⅰ．物価高から国
民生活を守る

○

⑤医療・介護・
保育施設、学
校施設、公衆
浴場等に対す
る物価高騰対
策支援

4,228 2,114 2,114 2,114 

①物価高騰の影響を大きく受ける多子世帯を支援を目的とし、第３子
以降の給食費を無償化するための費用を善通寺市・琴平町・多度津
町学校給食センターへ負担する。※教職員の給食費を除く。
➁負担金
③
〇負担金4,228千円
小学校　59名×245円×200日=2,891,000円
中学校　23名×280円×200日=1,288,000円
代替弁当対応　1名×245円×200日=49,000円
④善通寺市・琴平町・多度津町学校給食センター
※Cその他の財源：県補助金2,114千円（事業費の1/2）

－ － － R6.4 R7.3 保護者負担の増加０円 広報誌 給食 R6当初（地）


